
「救急の日」は、救急業務及び救急医療に対して皆様方の理解と認識を深め

るていただくともに、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に昭和 57

年に定められました。以来、毎年９月９日を「救急の日」とし、この日を含む

１週間を「救急医療週間」（26 年度は９月 7日～１3日）として、全国各地にお

いて応急手当の講習会を中心とした救急に関する様々な行事が実施されます。     

今後も可茂消防の救急業務に対しましてご理解とご協力をお願い致します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26 年度救急の日啓発用ポスター 

           提供：一般財団法人救急振興財団 
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